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市民サービスセンター等でマイナンバーカードの申請サポートを実施 

 

 

 

 市民がより身近な場所でマイナンバーカードの申請サポートが受けられるよう、各市民サービス

センター等にマイナンバーカードの申請サポート窓口を開設します。 

 各施設では、申請書の記入補助や写真撮影などを無料で実施します。 

 

１ 期 間  令和５年１月１０日（火）から令和５年３月３１日（金）まで（ただし、土日祝日

を除きます。） 

２ 会 場  城南支所及び各市民サービスセンター 

３ 内 容  マイナンバーカードの申請サポート 

       ⑴申請書の作成補助（申請書の記入をサポート） 

       ⑵写真撮影（申請書に添付する顔写真を無料で撮影） 

       ⑶封筒への封入補助（作成した申請書の封筒への封入を補助） 

４ 持ち物  J-LIS（地方公共団体情報システム機構）から自宅に郵送された 

交付申請書を持参するとスムーズな手続きが可能です。 

※無くてもサポート可能です。 

５ その他  ⑴マイナンバーカードの受取は、市役所又は４支所（大胡・宮城・粕川・富士見） 

にお越しいただく必要があります。 

       ⑵マイナンバーカードを書留郵便で自宅に送付する方法での申請を希望する場合

は、必要書類を持参のうえ、市役所又は４支所にお越しいただく必要があります。 

       ⑶本市独自の取組として、現在、マイナンバーカード普及促進キャンペーン（対象

者にＱＵＯカード 1,000 円分を配布）を実施中です。 

 
本件に関するお問い合わせ先 

直通 ／ ０２７－８９８－６１７２ 

 

前 橋 市 報 道 発 表 資 料 

交付申請書（見本） 
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